
 亀山市空家等対策の推進に関する条例施行規則をここに公布する。  

平成２８年９月３０日  

                亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第４７号  

 

   亀山市空家等対策の推進に関する条例施行規則  

 
 （趣旨）  

第１条  この規則は、亀山市空家等対策の推進に関する条例（平成

２８年亀山市条例第２４号。以下「条例」という。）の施行に関

し、必要な事項を定めるものとする。  

 （亀山市空家等対策協議会）  

第２条  条例第８条第１項に規定する亀山市空家等対策協議会（以

下「協議会」という。）の委員は、市長のほか、次の各号に掲げ

る者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  

（１）法務、不動産又は建築に関する学識経験を有する者  

（２）市民団体の代表者  

（３）その他市長が必要と認める者  

２  協議会に会長及び副会長を置く。  

３  会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。  

４  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が協議会に諮って定める。  

 （指導）  

第３条  条例第１０条第１項の規定による指導は、管理不全状態の

空家等に対する指導書（様式第１号）により行うものとする。  

（勧告）  

第４条  条例第１０条第２項の規定による勧告は、管理不全状態の

空家等に対する勧告書（様式第２号）により行うものとする。  

 （緊急安全措置）  



第５条  条例第１１条第１項に規定する必要最小限度の措置（以下

「緊急安全措置」という。）は、次の各号に掲げるものとする。  

（１）危険を知らせる看板及びバリケードの設置  

（２）建物に対する防御シートによる補強  

（３）立木竹に対するロープによる補強又は伐採  

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置  

２  市長は、緊急安全措置を講ずる場合は、その措置を自ら行い、

又はその命じた者に行わせることができる。  

３  前項の規定により緊急安全措置を講ずることを命じられた者は、

その身分を示す空家等緊急安全措置従事者証（様式第３号）を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。  

４  条例第１１条第２項の規定による通知は、緊急安全措置実施通

知書（様式第４号）により行うものとする。  

（その他）  

第６条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

  附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

  



様式第１号（第３条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

     様  

 

亀山市長      印  

 

管理不全状態の空家等に対する指導書  

 

 あ な た が所有又は管理している下記の空家等は、亀山市空家等対策の推

進に関する条例（平成２８年亀山市条例第２４号）第９条の規定により管

理不全状態の空家等に認定されたため、同条例第１０条第１項の規定によ

り、下記のとおり周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよ

う指導します。  

 

記  

 

１．対象となる管理不全状態の空家等  

所在地  

所有者の住所及び氏名  

 

２．指導に係る措置の内容  

 

３．指導に至った事由  

 

４．指導の責任者及び連絡先  

 

・ 上 記 ２ に 示 す 措 置 を 実 施 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く 上 記 ４ に 示 す 者 ま で 報 告 す る こ と 。  

 



 様式第２号（第４条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

     様  

 

亀山市長      印  

 

管理不全状態の空家等に対する勧告書  

 

 あ な た が所有又は管理している下記の空家等については、亀山市空家等

対策の推進に関する条例（平成２８年亀山市条例第２４号）第１０条第１

項の規定により指導を行いましたが、なお管理不全状態が改善されていな

いと認められますので、同条例第１０条第２項の規定により、下記のとお

り必要な措置をとるよう勧告します。  

 

記  

 

１．対象となる管理不全状態の空家等  

所在地  

所有者の住所及び氏名  

２．勧告に係る措置の内容  

 

３．勧告に至った事由  

 

４．勧告の責任者及び連絡先  

 

５．措置の期限  

     年     月    日  

・ 上 記 ２ に 示 す 措 置 を 実 施 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く 上 記 ４ に 示 す 者 ま で 報 告 す る こ と 。  



様式第３号（第５条関係）   

 

（表面）  

第   号
空家等緊急安全措置従事者証  

 
所   属  
職   名  
氏   名  
生年月日  

 
上記の者は、亀山市空家等対策の推進に関する条例第１１  

条第１項の規定による緊急安全措置の業務に従事する者であ
ることを証明する。  

 
    年   月   日発行  
 
                亀山市長         印  

 

 

 

（裏面）  
 亀 山 市空家等対策の推進に関する条例（平成２８年亀山市条例第２４号）（抜粋）
 （ 緊 急 安 全 措 置 ）  
第 １ １ 条  市 長 は 、 空 家 等 が 人 の 生 命 若 し く は 身 体 に 対 す る 危 害 又 は 財 産 に 対 す
る 甚 大 な 損 害 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 危 害 等 」 と い う 。 ） を 及 ぼ し 、 又 は そ の
お そ れ が あ り 、 か つ 、 公 共 の 安 全 を 確 保 す る た め 緊 急 の 必 要 が あ る と 認 め る と
き は 、 そ の 危 害 等 を 予 防 し 、 又 は そ の 拡 大 を 防 ぐ た め 、 必 要 最 小 限 度 の 措 置 を
講 ず る こ と が で き る 。  

２ ～ ４ （ 略 ）  
 
亀山市空家等対策の推進に関する条例施行規則（平成２８年亀山市規則第４７号）

（ 抜 粋 ）  
（ 緊 急 安 全 措 置 ）  

第 ５ 条  （ 略 ）  
２  市 長 は 、 緊 急 安 全 措 置 を 講 ず る 場 合 は 、 そ の 措 置 を 自 ら 行 い 、 又 は そ の 命 じ た
者 に 行 わ せ る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 緊 急 安 全 措 置 を 講 ず る こ と を 命 じ ら れ た 者 は 、 そ の 身 分 を
示 す 空 家 等 緊 急 安 全 措 置 従 事 者 証 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 携 帯 し 、 関 係 者 の 請 求 が あ
っ た と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 



様式第４号（第５条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

     様  

 

亀山市長      印  

 

緊急安全措置実施通知書  

 

あなたが所有又は管理している下記の空家等については、亀山市空家等

対策の推進に関する条例（平成２８年亀山市条例第２４号）第１１条第１

項の規定により、下記のとおり緊急安全措置を行ったので通知します。  

 

記  

 

１．  緊 急安 全措置を行った空家等  

所在地  

所有者の住所及び氏名  

 

２．  緊 急安 全措置を行った日  

年   月   日  

 

３．  緊 急安 全措置の内容  

 

 

４．  緊 急安 全措置を行った理由  


